令和7年度　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業募集要項

■事業の目的

　高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる「地域包括ケアシステム」構築の一環として、地域において、多様な主体による介護予防・生活支援の体制づくりを進めることを目的としています。

■補助対象者
　(1)　補助金の交付の対象となるのは、地縁団体、ＮＰＯ、ボランティア団体などの団体のうち、公共の利益を目的とした市民活動を実施する団体で、以下のアからエに掲げる条件をすべて満たす団体とします。

ア　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動を行う団体でないこと

イ　政治上の主義を推進し、支持し、又は、これに反対することを主たる目的とする活動を行う団体でないこと

ウ　特定の公職（公職選挙法第3条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動を行う団体でないこと。

エ　暴力団、暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している団体でないこと。

(2)　(1)の要件を満たさない応募者については、応募書類の提出があった場合でも審査の対象とはしません。

■補助対象事業
市内において、上記の「事業の目的」達成のために、介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体サービスの立ち上げをめざす場合であって、令和７年度中（令和８年３月３１日まで）に別表第一の内容、条件に該当する事業を実施する場合に補助対象とします。ただし、以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
ア　既に実施している活動を継続するための事業
イ　土地の買収又は整地、建物の建築等個人の資産を形成する事業

ウ　営利を目的とする活動を立ち上げるための事業
エ　宗教的又は政治的な活動を立ち上げるための事業

オ　暴力団、暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している事業
■補助制度の概要
四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金交付要綱（令和６年四日市市告示第２６４号）に基づいて補助を行います。概要は以下のとおりです。
(1)　補助対象経費

補助の対象となる経費は、別表第２及び別表第３に定めるものとします。ただし、他の補助金の交付がある場合は、その補助額は補助対象経費から除外します。
(2)　補助金額
補助対象経費の実支出額から、この補助金以外の収入（寄付金は除く）を控除した額の９/１０（補助金額は千円未満切捨）とします。ただし、１事業あたり１２０万円が上限です。
また、立ち上げ経費の補助金であることから、１事業あたり１回限りの補助となります。

■申請手続
(1)　申請受付期間

令和８年１月１３日（火）～１月２７日（火）　※高齢福祉課必着

募集要項・申請書は高齢福祉課（市役所３階）にあります。市のホームページからもダウンロードできます。
(2)　申請に係る経費の負担
申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。また、提出された書類等は返還しません。
(3)　申請に必要な書類

ア　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金交付申請書（第１号様式）

イ　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金所要額調書（第２号様式）

ウ　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業実施計画書（第３号様式）
エ　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業収支予算書（第４号様式）
オ　その他関係書類（団体の会則・定款、改修工事がある場合は見積書・図面等審査のために必要な書類等）
■審査について
(1)　ヒアリング及び審査会の実施

応募書類の内容を審査するとともに申請者に対するヒアリングを行ったうえで、四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業審査会において、補助金交付の可否を判断します。
(2)　審査基準

次のような視点で内容を審査します。

ア　限られた地域だけでなく一定範囲に開かれた活動であるか
イ　要支援者、基本チェックリストの基準該当者など虚弱な高齢者にも対応できる配慮（設備、支援体制等）がされているか
ウ　地区内での有効性・先駆性が高い活動であるか

エ　提供できるサービスの量、頻度が適切か

オ　事業及び活動計画に実現性・継続性があるか　
カ　介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体サービスとしての実現性があるか
(3)　審査結果の通知

補助金交付の可否を決定後、補助金交付または却下の決定通知を申請者へ送付します。
■実績報告書の提出

補助金の交付を受けた申請者は事業終了後１５日を経過した日または令和８年３月３１日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

ア　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金実績報告書（第９号様式）

イ　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金精算書（第１０号様式）

ウ　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業実績報告書（第１１号様式）

エ　四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業収支決算書（第１２号様式）
オ　その他関係書類（対象経費の領収書など事業の実施状況確認のため必要な書類）
　　　　（＊領収書等のないものについては補助対象となりませんので、必ずご用意ください）
■補助金の支払
補助金は、事業完了後に一括して支払います。ただし、必要と認められる場合は、事業完了前に交付決定額の９割以内の額を概算払することができます。それぞれの手続きは以下のとおりです。

(1)　完了払の場合

事業終了後、提出していただいた実績報告書等の内容を確認したうえで、補助金を確定し、補助金確定通知書を送付しますので、その後、四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金請求書（第１４号様式）を提出してください。請求書を確認後、指定の口座へ補助金を振り込みます。
(2)　概算払の場合

四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金概算払請求書（第１５号様式）を提出してください。請求書を確認後、指定の口座へ補助金を振り込みます。
事業完了後、実績報告書の内容を審査し補助金額を確定したうえで、残額を精算させていただきます。ただし、事業内容、支出経費等に変更のあったときは、すでに交付した補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。

■活動状況の報告等
補助金の交付を受けた団体は、補助事業完了後５年間、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、保管するとともに、この補助事業によって立ち上げた活動の状況を、毎年度、四日市市介護予防生活支援体制づくり事業活動状況報告書（第１６号様式）により報告することが必要になります。
なお、この補助事業により立ち上げた活動を５年以内に中止したときは、補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。
　
■情報の公開

提出された申請書類は、公開の対象とします。また、補助の対象となった場合の実績報告書等も公開の対象としますので、ご承知おきください。
■お問い合わせ先
〒510-8601
四日市市諏訪町１番５号

四日市市　高齢福祉課（四日市市役所３階）　　　
電話（０５９）３５４－８１７０
e-mail：koureifukushi@city.yokkaichi.mie.jp
【別表第１】補助事業の内容と条件
	事業種別
	事業内容
	事業の条件

	高齢者日常生活支援体制整備事業
	高齢者の日常生活の支援や見守りを目的とした訪問活動を実施するための備品等及び組織の整備
	この事業によって立ち上げる活動は、以下のすべての要件を満たすものでなければなりません。
１　利用対象者を、広範囲から受け入れる活動であること。
２　利用対象者として、要支援者及び厚生労働省告示第１９７号に定める基本チェックリスト（以下「基本チェックリスト」という。）の記入内容が、同告示に定める基準に該当した者（以下「基準該当者」という。）を受け入れるよう努めること。
３　利用対象者からのサービス利用申し込みを随時受け付けるとともに、おおむね週１回以上サービスを提供できる活動であること。

４　活動の拠点となる事務所を置くこと。

５　将来的（おおむね３年以内）に、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体サービス（訪問型）の開始を目指す活動であること。

	高齢者介護予防・生きがいづくり拠点整備事業
	高齢者の介護予防や生きがいづくりを目的とした通いの場及びこれを運営するための組織の整備
	この事業によって立ち上げる活動は、以下の全ての要件を満たすものでなければなりません。
１　利用対象者を、広範囲から受け入れる活動であること。
２　利用対象者として、要支援者及び基本チェックリストの基準該当者を受け入れるよう努めること。
３　おおむね月１回以上実施する活動であること。

４　将来的（おおむね３年以内）に、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体サービス（通所型）の開始を目指す活動であること。


【別表第２】補助対象経費
	事業種別
	対象経費

	高齢者日常生活支援体制整備事業
	事業の実施に必要な以下の経費（ただし、市長が適当でないと認める経費は除きます）。

(1)報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費。

	高齢者介護予防・生きがいづくり拠点整備事業
	事業の実施に必要な以下の経費（ただし、市長が適当でないと認める経費は除きます）。

(1)報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費。(2)工事請負費（ただし、補助対象経費全体の1/2が上限）。


【別表第３】補助対象経費の詳細な条件及び想定される具体的経費の例
	種　　別
	条件および具体的経費の例

	報償費
	講師等に対する謝金・報酬。
例）活動の実施準備のための研修の講師謝礼、特定非営利法人（ＮＰＯ法人）設立手続きを代行する行政書士等への報酬等。

	需用費
	活動の実施に必要な物品の購入・取得・修理の経費。

（＊長期間使用できる物品で購入価格がおおむね2万円以上のものは備品購入費とする。いす・机などの家具類は2万円未満でも備品購入費へ計上。）
例）消耗品費（事務用品の購入費等）、被服費（作業服の購入費等）、印刷製本費（文書・パンフレット等の印刷費等）、修繕料（建物・器具の修繕費等）。

	役務費
	通信運搬費、広告料、手数料等。
例）郵送料、新聞に広告する場合の経費、振込手数料、器具点検料等。

	委託料
	特殊な技術、専門的な知識等を必要とする事務、業務等の委託に要する経費。
例）パンフレットのデザイン料等。

	使用料及び賃借料
	施設・物品の使用料。
例）活動の実施準備のための研修・会議等の会場使用料、物品搬入のためのレンタカーの使用料等。

	工事請負費
	支援が必要な高齢者が利用しやすい環境を整えるための既存建物・設備の改修工事費（高齢者介護予防・生きがいづくり拠点整備事業の場合のみ対象）。ただし、補助対象経費全体の1/2を上限とする。
例）段差解消、手すり設置等。

	備品購入費
	活動の実施に必要な物品（長期間使用できる物品で購入価格がおおむね２万円以上のもの。ただし、机・いすなどの家具類は２万円未満でも備品とする）を購入する経費。ただし、１点あたりの価格が２０万円以上の物品購入に係る経費は対象外とする。
例）机・いすの購入費、活動に使用する機材の購入費等。

	補助対象経費とならないもの

	食料費
	飲食に関する経費。

	燃料費
	車両のガソリン代、冷暖房用・炊事用の灯油・プロパン代等。

	光熱水費
	事務所等の電気・ガス・上下水道使用料等。

	家賃
	通いの場、事務所等の家賃（敷金・礼金を含む）。

	人件費
	スタッフの賃金等。人件費は一律対象外。

	その他
	事業の目的から、補助対象経費としてふさわしくないと認められるもの。


※対象経費となるかどうかの判断が困難な場合は高齢福祉課へご相談ください。

 ※必要物品などを調達される際、個人の利益につながるような精算方法（例えばポイントカードな

どを使用し、後に現金化されたり、割引できたり、あるいは商品と交換できるようなもの）をされ
た場合は、公金補助の性質に鑑み、補助対象と認められないことがありますので、ご注意ください。
【参考】
＜基本チェックリストの項目＞
	１
	バスや電車で１人で外出していますか（自家用車の運転でも可）
	はい
	いいえ★

	２
	日用品の買い物をしていますか
	はい
	いいえ★

	３
	預貯金の出し入れをしていますか
	はい
	いいえ★

	４
	友人の家を訪ねていますか
	はい
	いいえ★

	５
	家族や友人の相談にのっていますか
	はい
	いいえ★

	６
	階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか
	はい
	いいえ★

	７
	椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか
	はい
	いいえ★

	８
	１５分位続けて歩いていますか
	はい
	いいえ★

	９
	この一年間に転んだことがありますか
	はい★
	いいえ

	10
	転倒に対する不安は大きいですか
	はい★
	いいえ

	11
	６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか
	はい★
	いいえ

	12
	身長　　　　　　㎝　　　体重　　　　　㎏　　（ＢＭＩ＝　　　　　　）（注）

	13
	半年前に比べて硬い物が食べにくくなりましたか
	はい★
	いいえ

	14
	お茶や汁物でむせることがありますか
	はい★
	いいえ

	15
	口の渇きが気になりますか
	はい★
	いいえ

	16
	週に１回以上は外出していますか
	はい
	いいえ★

	17
	昨年と比べて外出の回数が減っていますか
	はい★
	いいえ

	18
	周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか
	はい★
	いいえ

	19
	自分で電話番号を調べて、電話をかけることがありますか
	はい
	いいえ★

	20
	今日が何月何日かわからない時がありますか
	はい★
	いいえ

	21
	（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない
	はい★
	いいえ

	22
	（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった
	はい★
	いいえ

	23
	（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる
	はい★
	いいえ

	24
	（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない
	はい★
	いいえ

	25
	（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする
	はい★
	いいえ


（注）ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5未満の場合に該当とする
＜対象者の基準＞
　各設問の回答が★印（網掛け部分）に該当（ただし、№12はＢＭＩが18.5未満に該当）した数で判定
	①　№１～20までの20項目のうち10項目以上に該当　　　　　（複数の項目に支障）

	②　№６～10までの５項目のうち３項目以上に該当　　　　　　（運動機能の低下）

	③　№11～12の2項目全てに該当　　　　　　　　　　　　　　（低栄養状態）

	④　№13～15までの３項目のうち２項目以上に該当　　　　　　（口腔機能の低下）

	⑤　№16～17までの２項目のうち№16に該当　　　　　　　　 （閉じこもり）

	⑥　№18～20までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当　　（認知機能の低下）

	⑦　№21～25までの５項目のうち２項目以上に該当　　　　　　（うつ病の可能性）
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